
【申告書貼付用「会員章シール」（法人会員用）の廃止について】 

 

納税協会では会員様に「会員章シール」をお届けして、法人税申告書に貼付

して頂いておりましたが、e-Tax の普及・拡大に伴い、「会員章シール」を廃止

することといたしました。  

なお、申告される場合は、必要に応じて『法人事業概況説明書』２頁の項目  

１７「加入組合等の状況」欄に「茨木納税協会」と入力又は記載してください。  

 

 

『法人事業概況説明書』 ２頁 

 

茨木納税協会 


